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(57)【要約】
【課題】見栄えを良くしつつ、框体と枠体との間の隙間
からの延焼を抑制することができる建具を提供する。
【解決手段】建具は、構造物の開口部に設けられる枠体
と、枠体の内部に、見付け方向にスライド可能に設けら
れた障子２Ｘと、を備え、障子２Ｘの下框２２には、見
付け方向に走行可能な戸車２８が設けられ、障子の縦框
２３には、戸車２８を臨むように戸車調整孔６２が形成
され、縦框２３の見込み方向に沿うとともに枠体の縦枠
と対向する見込み面には、戸車調整孔６２を避けた位置
に第一加熱発泡材１０５が設けられていることを特徴と
する。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　構造物の開口部に設けられる枠体と、
　該枠体の内部に、見付け方向にスライド可能に設けられた障子と、を備え、
　前記障子の框体における前記枠体と対向し、見込み方向に沿う見込み面には、第一加熱
発泡材が設けられていることを特徴とする建具。
【請求項２】
　前記枠体には、前記障子側に向かって突出し、前記障子を前記見込み方向に挟むように
配置された一対の変位規制部が設けられている請求項１に記載の建具。
【請求項３】
　前記障子の前記框体の前記見込み方向に沿う見込み面には、加工孔が形成され、
　前記第一加熱発泡材は、前記加工孔に対して前記見込み方向にずれた位置に設けられて
いる請求項１または２に記載の建具。
【請求項４】
　前記第一加熱発泡材は、該第一加熱発泡材が設けられる前記框体の長手方向の略全長に
わたって配置されている請求項１から３のいずれか一項に記載の建具。
【請求項５】
　前記框体には、前記第一加熱発泡材及び他の加熱発泡材の少なくとも一方を保持する保
持部が設けられている請求項１から４のいずれか一項に記載の建具。
【請求項６】
　前記框体には、前記見付け方向にスライド可能な戸車が設けられ、
　前記加工孔は、前記框体に形成され前記戸車が配置される戸車収容孔及び前記框体に前
記戸車を臨むように形成された戸車調整孔の少なくとも一方である請求項３に記載の建具
。
【請求項７】
　前記障子の縦框における前記枠体の縦枠と対向する側には、引き寄せピースが設けられ
るとともに、該引き寄せピースが設けられる位置よりも前記縦枠と反対側に前記第一加熱
発泡材が設けられている請求項１から４のいずれか一項に記載の建具。
【請求項８】
　前記框体には、前記見付け方向にスライド可能であるとともに樹脂製の戸車が設けられ
、
　前記枠体の下枠には、前記障子の下框と対向する側に、第一面が形成され、
　前記下框には、前記下枠と対向する側に、前記第一面に対応した形状の第二面が形成さ
れている請求項１から７のいずれか一項に記載の建具。
【請求項９】
　前記枠体の下枠には、前記障子の下框と対向する側に、第一面が形成され、
　前記下框には、前記戸車収容孔よりも屋内側且つ前記下枠と対向する側に、前記第一加
熱発泡材を設けた請求項６に記載の建具。
【請求項１０】
　前記下框には、前記第一加熱発泡材を保持し、前記第一面に対応した形状の保持部が形
成されている請求項９に記載の建具。
【請求項１１】
　前記障子の下框は、中空状に形成され、
　前記下框の下部に配置された底板部における前記枠体の下枠と反対側の面には、前記戸
車よりも前記障子の縦框側に、第二加熱発泡材が設けられている請求項６に記載の建具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、構造物の開口部に設けられる建具に関するものである。
【背景技術】
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【０００２】
　従来から、防火性能を向上させた防火建具として、ガラスパネルの端部を支持する框に
加熱発泡材が設けられたたものが知られている。例えば、縦框の縦枠側に延出する延出部
の見付け面に沿って、加熱発泡材が設けられたものが提案されている（下記の特許文献１
参照）。火災時に、熱風や火炎の熱によって加熱発泡材が見込み方向に膨張発泡して、開
口部に固定される縦枠と縦框との間の隙間を塞ぐ構成とされている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１４－７０４３３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記の特許文献１に記載された建具では、火災時に、縦框と縦枠との間
を十分に塞ぐためには、見付け方向に十分な幅の加熱発泡材が必要となる。このため、加
熱発泡材を支持する縦框の見付け方向の幅が広くなり、縦框の意匠性が劣るという問題点
がある。
【０００５】
　また、火災時に、縦框等の框体が縦枠等の枠体から離間する方向に反って変形すると、
框体と枠体との間に隙間が生じてしまう虞がある。
【０００６】
　そこで、本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、見栄えを良くしつつ、框体
と枠体との間の隙間からの延焼を抑制することができる建具を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、本発明は以下の手段を採用している。
　すなわち、本発明に係る建具は、構造物の開口部に設けられる枠体と、該枠体の内部に
、見付け方向にスライド可能に設けられた障子と、を備え、前記障子の框体における前記
枠体と対向し、見込み方向に沿う見込み面には、第一加熱発泡材が設けられていることを
特徴とする。
【０００８】
　このように構成された建具では、第一加熱発泡材は框体の見込み方向に沿う見込み面に
設けられていて、火災時には、第一加熱発泡材が見付け方向に発泡して、框体と該框体と
対向する枠体との間の隙間を塞ぐ。第一加熱発泡材が縦框等の框体の見付け方向に沿って
配置されている場合には、第一加熱発泡材は縦框と縦枠との間の隙間を塞ぐのに十分は幅
（見付け方向の幅）が必要となり、これにともない加熱発泡材を支持する縦框の見付け方
向の幅を大きく確保する必要がある。本発明では、第一加熱発泡材は見付け方向に発泡す
ることで框体と枠体との間の隙間を塞ぐ構成であるため、框体の見付け方向の幅を大きく
する必要がなく、縦框の見栄えを良好とすることができる。
　また、第一加熱発泡材は、見付け方向に発泡して框体と枠体との間の隙間を塞ぐため、
障子が枠体から離間するように見付け方向に反っても、框体と枠体との間の隙間からの延
焼を抑制することができる。
【０００９】
　また、本発明に係る建具は、前記枠体には、前記障子側に向かって突出し、前記障子を
前記見込み方向に挟むように配置された一対の変位規制部が設けられていてもよい。
【００１０】
　このように構成された建具では、障子は一対の変位規制部により見込み方向に挟まれて
いるため、火災時に障子が見込み方向に反った場合には、障子は一対の変位規制部に挟ま
れて、障子の見込み方向の変位が規制される。
【００１１】
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　また、本発明に係る建具は、前記障子の前記框体の前記見込み方向に沿う見込み面には
、加工孔が形成され、前記第一加熱発泡材は、前記加工孔に対して前記見込み方向にずれ
た位置に設けられていてもよい。
【００１２】
　このように構成された建具では、障子の框体の見込み方向に沿う見込み面に加工孔が形
成されていても、加工孔に対して見込み方向にずれた位置に配置された第一加熱発泡材が
見付け方向に発泡して、框体と枠体との間、及び加工孔を塞ぐことができる。
【００１３】
　また、本発明に係る建具では、前記第一加熱発泡材は、該第一加熱発泡材が設けられる
前記框体の長手方向の略全長にわたって配置されていることが好ましい。
【００１４】
　このように構成された建具では、第一加熱発泡材は該第一加熱発泡材が設けられる框体
の長手方向の略全長にわたって配置されている。よって、第一加熱発泡材が設けられる框
体の長手方向の略全長にわたって、該框体と枠体との間の隙間が塞がれるため、当該長手
方向にわたって延焼が抑制される。
【００１５】
　また、本発明に係る建具は、記框体には、前記第一加熱発泡材及び他の加熱発泡材の少
なくとも一方を保持する保持部が設けられていてもよい。
【００１６】
　このように構成された建具では、框体には第一加熱発泡材及び他の加熱発泡材の少なく
とも一方を保持する保持部が設けられているため、第一加熱発泡材や他の加熱発泡材が框
体から外れたり、落下したりすることが抑制される。
【００１７】
　また、本発明に係る建具では、前記框体には、前記見付け方向にスライド可能な戸車が
設けられ、前記加工孔は、前記框体に形成され前記戸車が配置される戸車収容孔及び前記
框体に前記戸車を臨むように形成された戸車調整孔の少なくとも一方であってもよい。
【００１８】
　このように構成された建具では、スライド可能な障子の框体に、戸車が配置される戸車
収容孔や戸車を臨むように形成された戸車調整孔が形成されている場合でも、框体におい
て当該戸車収容孔や戸車調整孔を避けた位置に第一加熱発泡材が設けられている。よって
、框体と枠体との間の隙間からの延焼を抑制することができる。
【００１９】
　また、本発明に係る建具は、前記障子の縦框における前記枠体の縦枠と対向する側には
、引き寄せピースが設けられるとともに、該引き寄せピースが設けられる位置よりも前記
縦枠と反対側に前記第一加熱発泡材が設けられていてもよい。
【００２０】
　このように構成された建具では、障子の縦框における枠体の縦枠と対向する側に、引き
寄せピースが設けられている場合でも、縦框において引き寄せピースが設けられる位置よ
りも縦枠と反対側に第一加熱発泡材を設けることで、縦框と縦枠との隙間を塞ぎ、延焼を
抑制することができる。
【００２１】
　また、本発明に係る建具は、前記框体には、前記見付け方向にスライド可能であるとと
もに樹脂製の戸車が設けられ、前記枠体の下枠には、前記障子の下框と対向する側に、第
一面が形成され、前記下框には、前記下枠と対向する側に、前記第一面に対応した形状の
第二面が形成されていてもよい。
【００２２】
　このように構成された建具では、火災時に、樹脂製の戸車が溶けて障子が落下した際に
は、障子の下框の第二面が下枠の第一面に当接する。第一面と第二面とは互いに対応した
形状で形成されているため、互いに当接する面積を大きく確保される。これにより、燃焼
ガスの屋内側へ回り込みを抑制することができる。
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【００２３】
　また、本発明に係る建具は、前記枠体の下枠には、前記障子の下框と対向する側に、第
一面が形成され、前記下框には、前記戸車収容孔よりも屋内側且つ前記下枠と対向する側
に、前記第一加熱発泡材を設けてもよい。
【００２４】
　このように構成された建具では、下框には戸車収容孔よりも屋内側且つ下枠と対向する
側に第一加熱発泡材が設けられているため、火災時には、第一加熱発泡材が下方に発泡し
て、下框と下枠との間の隙間を塞ぐ。
【００２５】
　また、本発明に係る建具は、前記下框には、前記第一加熱発泡材を保持し、前記第一面
に対応した形状の保持部が形成されていてもよい。
【００２６】
　このように構成された建具では、火災時に、樹脂製の戸車が溶けて障子が落下した際に
は、第一加熱発泡材を保持する保持部が下枠の第一面に当接する。第一面と保持部とは互
いに対応した形状で形成されているため、互いに当接する面積を大きく確保される。これ
により、燃焼ガスの屋内側への回り込みを抑制することができる。
【００２７】
　また、本発明に係る建具では、前記障子の下框は、中空状に形成され、前記下框の下部
に配置された底板部における前記枠体の下枠と反対側の面には、前記戸車よりも前記障子
の縦框側に、第二加熱発泡材が設けられていてもよい。
【００２８】
　このように構成された建具では、下框の底板部における下枠と反対側の面には戸車より
も縦框側に第二加熱発泡材が設けられていて、火災時に、第二加熱発泡材が見付け方向に
発泡して、下框の中空部分を塞ぐ。よって、下框から縦框へ燃焼ガスの回り込みを抑制す
ることができる。
【発明の効果】
【００２９】
　本発明に係る建具によれば、見栄えを良くしつつ、框体と枠体との間の隙間からの延焼
を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明の一実施形態に係る引き違い窓を屋内側から見た斜視図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る引き違い窓の鉛直断面図である。
【図３】図２をＡ－Ａで切断した水平断面図である。
【図４】本発明の一実施形態に係る引き違い窓の要部の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　以下、本発明の一実施形態による建築物の開口部に設けられる建具の一例として、引き
違い窓を図１から図４に基づいて説明する。
　図１は、本発明の一実施形態に係る引き違い窓を屋内側から見た斜視図である。図２は
、本発明の一実施形態に係る引き違い窓の鉛直断面図である。図３は、図２をＡ－Ａで切
断した水平断面図である。なお、図１において、枠体の図示を省略している。
　図１から図３に示すように、引き違い窓１００は、開口部Ｗに設けられ、四角形枠状に
形成された枠体１と、枠体１内に嵌め込まれた外障子２Ｘ及び内障子２Ｙと、を備えてい
る。
　なお、以下の説明において、屋外側と屋内側とを結ぶ方向を見込み方向と称し、障子の
上下方向及び上下方向と交差して外障子２Ｘ（内障子２Ｙ）に沿う左右方向を見付け方向
と称する。
【００３２】
　枠体１は、水平方向に延在する上枠１１及び下枠１２と、上枠１１の両端部と下枠１２
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の両端部とをそれぞれ連結し上下方向に延在する縦枠１３と、を有している。
【００３３】
　図２に示すように、上枠１１は、屋外側に設けられ金属製の金属上枠１１Ａと、屋内側
に設けられ樹脂製の樹脂上枠１１Ｂと、を有している。金属上枠１１Ａと樹脂上枠１１Ｂ
とは連結されている。
【００３４】
　下枠１２は、屋外側に設けられ金属製の金属下枠１２Ａと、屋内側に設けられ樹脂製の
樹脂下枠１２Ｂと、を有している。金属下枠１２Ａと樹脂下枠１２Ｂとは連結されている
。
【００３５】
　金属下枠１２Ａには、外障子２Ｘを支持する外側レール１６が設けられている。樹脂下
枠１２Ｂには、内障子２Ｙを支持する内側レール１７が設けられている。
【００３６】
　図３に示すように、縦枠１３は、屋外側に設けられ金属製の金属縦枠１３Ａと、屋内側
に設けられ樹脂製の樹脂縦枠１３Ｂと、を有している。金属縦枠１３Ａと樹脂縦枠１３Ｂ
とは連結されている。
【００３７】
　図１に示すように、外障子２Ｘ及び内障子２Ｙは、それぞれ四方枠状に形成された框体
２０と、框体２０内に納められた複層ガラス３０と、を有している。
【００３８】
　框体２０は、水平方向に延在する上框２１及び下框２２と、上框２１の両端部と下框２
２の両端部とをそれぞれ連結し上下方向に延在する縦框２３と、を有している。
【００３９】
　図２に示すように、上框２１は、屋外側に設けられ金属製の金属上框２１Ａと、屋内側
に設けられ樹脂製の樹脂上框２１Ｂと、を有している。金属上框２１Ａと樹脂上框２１Ｂ
とは連結されている。
【００４０】
　下框２２は、屋外側に設けられ金属製の金属下框２２Ａと、屋内側に設けられ樹脂製の
樹脂下框２２Ｂと、を有している。金属下框２２Ａと樹脂下框２２Ｂとは連結されている
。
【００４１】
　金属下框２２Ａの下部に配置される底板部２６には、上下方向に貫通する戸車収容孔（
加工孔）２７が左右両端部近傍に形成されている。下枠１２に沿って左右方向に走行可能
な戸車２８は戸車収容孔２７に挿通され、底板部２６の上部に形成された中空部Ｓ１内に
配置されている。
【００４２】
　図３に示すように、縦框２３は、屋外側に設けられ金属製の金属縦框２３Ａと、屋内側
に設けられ樹脂製の樹脂縦框２３Ｂと、を有している。金属縦框２３Ａと樹脂縦框２３Ｂ
とは連結されている。
【００４３】
　金属上框２１Ａ、金属下框２２Ａ及び金属縦框２３Ａには、それぞれ断面略コの字状の
ガラス保持溝３１が形成されている。複層ガラス３０の四辺の端部は、断面略Ｕ字状のグ
レージングチャンネル３２で介して、ガラス保持溝３１に収容されている。
【００４４】
　次に、上記の引き違い窓１００に設けられた加熱発泡材について説明する。
　加熱発泡材は、火災時に、所定の温度に達したら膨張発泡するものである。
【００４５】
　図４は、引き違い窓１００の要部の斜視図であり、外障子２Ｘの金属下框２２Ａの金属
縦框２３Ａ側の端部を示している。金属縦框２３Ａは二点鎖線で示している。
　図２及び図４に示すように、外障子２Ｘ及び内障子２Ｙには、それぞれ金属下框２２Ａ
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の底板部２６の上面（複層ガラス３０側の面）２６ｕには、加熱発泡材（第二加熱発泡材
）１０１が設けられている。加熱発泡材１０１は、戸車２８よりも金属縦框２３Ａ側に配
置されている。金属縦框２３Ａの金属下框２２Ａ側の端部には、金属下框２２Ａの中空部
Ｓ１を閉塞する閉塞板４１が設けられている。閉塞板４１には、戸車２８の高さ位置を調
整するためにドライバー等の工具を挿通させる戸車調整孔４２が設けられている。火災時
には、加熱発泡材１０１は、見付け方向（上方）に発泡して、中空部Ｓ１の金属縦框２３
Ａ側の端部を閉塞し、戸車調整孔４２を塞ぐ。本実施形態では、加熱発泡材１０１は、２
枚積層された配置されている。戸車収容孔２７及び戸車調整孔４２は、それぞれ金属下框
２２Ａの見込み方向の略中央近傍に配置されている。
【００４６】
　外障子２Ｘにおいて、金属下框２２Ａの底板部２６の屋内側の端部には、下方に向かっ
て延びる延出壁部２６ｃが設けられている。底板部２６において、延出壁部２６ｃよりも
屋外側には延出壁部２６ｄが設けられている。見込み方向に対向して配置された延出壁部
２６ｃ，２６ｄの先端部には、それぞれ対向する延出壁部２６ｄ，２６ｃ側に折曲された
保持壁部（保持部、第二面）２６ｅ，２６ｆが設けられている。
【００４７】
　金属下框２２Ａの底板部２６の下面２６ｂには、加熱発泡材１０２が設けられている。
加熱発泡材１０２は、金属下框２２Ａの左右方向にわたって配置されている。加熱発泡材
１０２は、底板部２６の下面２６ｂに沿って配置されるとともに、保持壁部２６ｅ，２６
ｆにより保持され、下方への落下が抑制されている。
【００４８】
　組み立て時には、加熱発泡材１０２を、金属下框２２Ａの左右方向の一方の端部から、
底板部２６と保持壁部２６ｅ，２６ｆとの間に挿入する。その後、保持壁部２６ｅ，２６
ｆのうち少なくとも一方を上方に曲げて（かしめて）、保持壁部２６ｅ，２６ｆで加熱発
泡材１０２を押さえつけて、加熱発泡材１０２を底板部２６の下面２６ｂに沿わせる。保
持壁部を曲げる際には、保持壁部２６ｅ，２６ｆのうち屋内側に配置された保持壁部２６
ｅを曲げる方が施工性がよい。
【００４９】
　保持壁部２６ｅ，２６ｆは、平滑な面として形成されている。金属下枠１２Ａにおいて
、保持壁部２６ｅ，２６ｆと対向する下壁部（第一面）１８は、保持壁部２６ｅ，２６ｆ
に沿って平滑な面として形成されている。火災時には、加熱発泡材１０２は、見付け方向
（下方）に発泡して、金属下框２２Ａと金属下枠１２Ａとの間の隙間を塞ぐ。また、樹脂
製の戸車２８が溶けて外障子２Ｘが落下した際には、外障子２Ｘの保持壁部２６ｅ，２６
ｆが金属下枠１２Ａの下壁部１８に当接する。保持壁部２６ｅ，２６ｆ及び下壁部１８は
互いに沿って平滑に形成されているため、当接する面積を大きく確保される。これにより
、燃焼ガスの屋内側への回り込みが抑制される。また、火災時に、引き違い窓１００にお
いて、上部の温度よりも下部の温度の方が低いため、下枠１２側では、燃焼ガスが屋外側
に向かって（図２に示す矢印Ｐ参照）排出される。
【００５０】
　なお、火災時には、樹脂製の戸車２８が溶けた後に、種々の加熱発泡材が発泡して、枠
体１と框体２０との間の隙間を塞ぎ、当該隙間からガスを屋内側に浸入させない構成であ
る。
【００５１】
　外障子２Ｘにおいて、金属下框２２Ａの屋外側に配置される屋内側壁部５０には、不図
示の取付孔が形成され、当該取付孔にサブロック２４が固定されている。サブロック２４
は、外障子２Ｘ、内障子２Ｙが閉じた状態で、サブロック２４の不図示のロック部材を内
障子に係合して、外障子２Ｘ、内障子２Ｙのスライドを規制するものである。
【００５２】
　金属下框２２Ａの屋外側に配置される屋外側壁部５１の屋内側の面には、加熱発泡材１
０３が設けられている。火災時には、加熱発泡材１０３は、見込み方向（屋内側）に発泡
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して、金属下框２２Ａの中空部Ｓ２を塞ぐ。樹脂製のサブロック２４は溶解してしまうた
め、加熱発泡材１０３がサブロック２４の取付孔を塞ぐことは延焼抑制の上で効果的であ
る。また、同様に、小開口ストッパーの取付孔（不図示）も加熱発泡材１０３が塞ぐこと
ができる。
【００５３】
　内障子２Ｙにおいて、金属下框２２Ａの底板部２６の下面２６ｂには、加熱発泡材１０
４が設けられている。加熱発泡材１０４は、金属下框２２Ａの戸車２８よりも金属縦框２
３Ａ側の端部に配置されている。火災時には、加熱発泡材１０４は、見付け方向（下方）
に発泡して、金属下框２２Ａと金属下枠１２Ａとの間の隙間を塞ぐ。
【００５４】
　図３に示すように、外障子２Ｘ及び内障子２Ｙにおいて、外障子２Ｘ及び内障子２Ｙが
閉まった際に縦枠１３側に配置される金属縦框２３Ａには、金属縦枠１３Ａに対向する第
一側壁部６１が設けられている。第一側壁部６１には、戸車調整孔（加工孔）６２（図４
参照）が設けられている。第一側壁部６１の戸車調整孔６２、閉塞板４１の戸車調整孔４
２及び戸車２８の調整螺子２９は、左右方向に沿って一直線上に配置されている。
【００５５】
　第一側壁部６１の屋外側の端部近傍には、縦枠１３側と反対側に折曲された折曲壁部６
３が設けられている。折曲壁部６３の端部には、屋外側に延びる第二側壁部６４が設けら
れている。第二側壁部６４の屋外側の端部には、縦枠１３側に向かって延びる延出壁部６
５が設けられている。第一側壁部６１の端部（保持部）６１ａは、折曲壁部６３よりも屋
外側に位置している。延出壁部６５の屋内側の面には、屋内側に向かって突出する保持壁
部（保持部）６５ａが設けられている。
【００５６】
　第二側壁部６４において、見込み方向に沿い、金属縦枠１３Ａに対向する面（見込み面
）６４ａには、加熱発泡材（第一加熱発泡材）１０５が設けられている。加熱発泡材１０
５は、金属縦框２３Ａの上下方向略全長にわたって配置されている。加熱発泡材１０５は
、第二側壁部６４の見込み面６４ａに沿って配置されるとともに、第一側壁部６１の端部
６１ａ及び保持壁部６５ａにより保持され、金属縦枠１３Ａ側への移動が抑制されている
。また、第一側壁部６１の端部６１ａ及び保持壁部６５ａの上下両端面は、金属縦框２３
Ａの上下両端部にそれぞれ設けられたコーナーピース（不図示）に当接して、加熱発泡材
１０５の上下端部は塞がれている。
【００５７】
　本実施形態では、第一側壁部６１に沿って、外障子２Ｘ、内障子２Ｙをそれぞれ屋内側
に引き寄せる機能を有する引き寄せピース６７が設けられている。引き寄せピース６７は
、見込み方向に稼働させて位置調整を行うため、屋外側の端部は延出壁部６５まで延びて
いる。このため、折曲壁部６３を設けて、加熱発泡材１０５を引き寄せピース６７よりも
左右方向に内側に配置する構成としている。これにより、加熱発泡材１０５に加工（例え
ば引き寄せピース６７を配置するための開口等）を設けずとも、加熱発泡材１０５を金属
縦框２３Ａの全長にわたって配置することができる。
【００５８】
　組み立て時には、加熱発泡材１０５は、金属縦框２３Ａの上下方向の一方の端部から、
第二側壁部６４と第一側壁部６１の端部６１ａ及び保持壁部６５ａとの間に挿入される。
その後、第一側壁部６１の端部６１ａ及び保持壁部６５ａのうち少なくとも一方を第二側
壁部６４側に曲げて（かしめて）、第一側壁部６１の端部６１ａ及び保持壁部６５ａで加
熱発泡材１０５を押さえつけて、加熱発泡材１０５を第二側壁部６４の見込み面６４ａに
沿わせる。曲げる際には、第一側壁部６１の端部６１ａ及び保持壁部６５ａのうち、保持
壁部６５ａは延出壁部６５があるため作業がしずらいため、第一側壁部６１の端部６１ａ
の方が好ましい。
【００５９】
　図４に示すように、加熱発泡材１０５は、戸車調整孔６２より見込み方向にずれた位置
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、本実施形態では屋外側に設けられている。また、図３に示すように、加熱発泡材１０５
は、金属縦框２３Ａの見込み方向の中央よりも屋外側に偏心した位置に配置されている。
加熱発泡材１０５は、第一側壁部６１の端部６１ａ及び延出壁部６５の間に嵌め込まれて
いる。火災時には、加熱発泡材１０５は、見付け方向に発泡して、金属縦框２３Ａと金属
縦枠１３Ａとの間の隙間を塞ぐ。発泡後、加熱発泡材１０２と加熱発泡材１０５とは連続
する。
【００６０】
　図３に示すように、金属縦框２３Ａのガラス保持溝３１を形成し複層ガラス３０と対向
する壁部６６には、複層ガラス３０側の面に、加熱発泡材１０６が設けられている。図４
に示すように、加熱発泡材１０６は、金属縦框２３Ａの上下方向に延び、下端部が閉塞板
４１の上方に位置している。火災時には、加熱発泡材１０６は、見付け方向に発泡して、
金属縦框２３Ａと複層ガラス３０との間の隙間を塞ぐ。
【００６１】
　図２に示すように、外障子２Ｘ及び内障子２Ｙにおいて、金属上框２１Ａのガラス保持
溝３１を形成し、複層ガラス３０と対向する壁部７１には、複層ガラス３０側の面に、加
熱発泡材１０７が設けられている。加熱発泡材１０７は、金属上框２１Ａの左右方向に延
びている。火災時には、加熱発泡材１０７は、見付け方向（下方）に発泡して、金属上框
２１Ａと複層ガラス３０との間の隙間を塞ぐ。
【００６２】
　金属上框２１Ａの上部に配置された上壁部７２の上面（金属上枠１１Ａ側の面）には、
加熱発泡材１０８が設けられている。加熱発泡材１０８は、金属上框２１Ａの左右方向に
延びている。火災時には、加熱発泡材１０８は、見付け方向（上方）に発泡して、金属上
框２１Ａと金属上枠１１Ａとの間の隙間を塞ぐ。
【００６３】
　金属上枠１１Ａの下面（金属上框２１Ａ側の面）８４には、複数の加熱発泡材が設けら
れている。加熱発泡材１０９は、外障子２Ｘの上方に設けられている。加熱発泡材１０９
は、金属上枠１１Ａにおいて、外障子２Ｘが閉まった際に隣り合う縦枠１３側寄りに配置
されている。加熱発泡材１１０は、内障子２Ｙの上方に設けられている。加熱発泡材１１
０は、金属上枠１１Ａにおいて、内障子２Ｙが閉まった際に隣り合う縦枠１３側寄りに配
置されている。
【００６４】
　加熱発泡材１０９，１１０は、枠体１のコーナー部にピース状に配置され、接着剤で金
属上枠１１Ａに固定されている。金属縦框２３Ａに設けられた加熱発泡材１０５及び金属
上枠１１Ａに設けられた加熱発泡材１０９が発泡することで、コーナー部において枠体１
と外障子２Ｘ、内障子２Ｙとの間の隙間は確実に塞がれる。外障子２Ｘにおいて、発泡後
、加熱発泡材１０８と加熱発泡材１０９とは連続する。
【００６５】
　加熱発泡材１１１は、加熱発泡材１１０の下側に、不図示の風止め板と一体で設けられ
ている。加熱発泡材１１１は、召合せ部分に配置されている。火災時には、加熱発泡材１
０９，１１０，１１１は、見付け方向（下方）に発泡して、金属上枠１１Ａと金属上框２
１Ａとの間の隙間を塞ぐ。内障子２Ｙにおいて、発泡後、加熱発泡材１０８と加熱発泡材
１１０とは連続する。
【００６６】
　金属下枠１２Ａと樹脂下枠１２Ｂとの間には、不図示の風止め板と一体で、加熱発泡材
１１２が設けられている。火災時には、加熱発泡材１１２は、見付け方向に発泡して、金
属下枠１２Ａと樹脂下枠１２Ｂとの間の隙間を塞ぐ。
【００６７】
　図３に示すように、外障子２Ｘにおいて、金属縦框２３Ａの召合せ部分には、屋内側の
面に加熱発泡材１１３が設けられている。内障子２Ｙにおいて、金属縦框２３Ａの召合せ
部分には、屋外側の面に加熱発泡材１１４が設けられている。加熱発泡材１１３，１１４
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は、金属縦框２３Ａの略全長にわたって配置されている。火災時には、加熱発泡材１１３
は屋内側に向かって発泡し、加熱発泡材１１４は屋外側に向かって発泡する。発泡した加
熱発泡材１１３，１１４は、外障子２Ｘの金属縦框２３Ａの召合せ部分と内障子２Ｙの金
属縦框２３Ａの召合せ部分との間の隙間を塞ぐ。発泡後、加熱発泡材１１３と加熱発泡材
１０２とは連続するとともに、加熱発泡材１１３と加熱発泡材１１４とは連続する。
【００６８】
　次に、その他の部分の詳細な構成について説明する。
　図３に示すように、外障子２Ｘ及び内障子２Ｙにおいて、樹脂縦框２３Ｂには、貫通孔
６８が形成され、貫通孔６８には樹脂製の引手８１が嵌合されている。金属縦框に引手を
設ける場合には、金属縦框に形成された引手が配置される貫通孔から金属縦框の中空部に
燃焼ガスが溜まり、燃焼ガスを屋内側にもれないように封止する必要があるが、本発明で
は、樹脂縦框２３Ｂに加工を施しているため、封止するための加工等が不要である。
【００６９】
　また、図２に示すように、内障子２Ｙにおいて、金属下框２２Ａの底板部２６と反対側
に配置される上壁部５２、上壁部５２の屋内側と底板部２６の屋内側とを連結する屋内側
壁部５３、及び底板部２６に沿って、補強材８２が設けられている。補強材８２は、屋外
側に向かって開口する見込み方向に沿った鉛直断面視でコ字状をなしている。補強材８２
は、金属下框２２Ａの左右の戸車２８の間に配置されている。内障子２Ｙの金属下框２２
Ａの厚み（見込み方向の厚み）は、外障子２Ｘの金属下框２２Ａの厚み（見込み方向の厚
み）よりも薄いため、補強材８２により金属下框２２Ａが補強され強度が確保されている
。
【００７０】
　また、金属上框２１Ａ、金属下框２２Ａ及び金属縦框２３Ａに沿って、気密ラインが形
成されているため、障子自体の防火性を高めることができる。
【００７１】
　図３に示すように、金属縦枠１３Ａにおいて、見込み方向に沿う側板部９１には、左右
方向の内側（外障子２Ｘ側、内障子２Ｙ側）に向かって突出し、金属製のフィン（変位規
制部）９２，９３が設けられている。フィン９２は屋外側に設けられ、フィン９３は屋内
側に設けられている。なお、外障子２Ｘ、内障子２Ｙにおけるフィン９２，９３に対向し
見込み方向に沿う部分は、金属材料で構成されている。
【００７２】
　さらに、金属縦枠１３Ａにおいて、フィン９２，９３の見込み方向の間には、フィン９
４が設けられている。フィン９４は、引き寄せピース６７に当接している。
【００７３】
　金属縦枠１３Ａにおいて、壁部６６と第一側壁部６１との間に、ホロー部９５が形成さ
れている。ホロー部９５は、平面視略矩形状に形成されるとともに、折曲壁部６３及び第
二側壁部６４により、矩形状の角部が内方に凹んだ形状をなしている。また、ホロー部９
５は、延出壁部６５よりも屋内側に凹んだ形状をなしている。
【００７４】
　図１に示すように、金属下枠１２Ａにおいて、見込み方向に沿う底板部９６の屋外側の
端部には、上方に向かって突出する金属製のフィン９７が設けられている。また、底板部
９６の上方に配置された上板部９８の屋外側の端部には、下方に向かって突出する金属製
のフィン９９が設けられている。フィン９７の方が９９よりも屋外側に配置されている。
外障子２Ｘにおけるフィン９７，９９に対向し見込み方向に沿う部分は、金属材料で構成
されている。
【００７５】
　このように構成された引き違い窓１００では、加熱発泡材１０５は金属縦框２３Ａの見
込み方向に沿う見込み面６４ａに設けられていて、火災時には、加熱発泡材１０５が見付
け方向に発泡して、金属縦框２３Ａと金属縦枠１３Ａとの間の隙間を塞ぐ。詳細には、金
属縦枠１３Ａの側板部９１と、フィン９４と、金属縦框２３Ａの第二側壁部６４と、延出
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壁部６５とで囲まれた隙間を塞ぐ。加熱発泡材が金属縦框の見付け方向に沿って配置され
ている場合には、加熱発泡材は金属縦框と金属縦枠との間の隙間を塞ぐのに十分は幅（見
付け方向の幅）が必要となり、これにともない加熱発泡材を支持する金属縦框の見付け方
向の幅を大きく確保する必要がある。本発明では、加熱発泡材１０５は見付け方向に発泡
することで金属縦框２３Ａと金属縦枠１３Ａとの間の隙間を塞ぐ構成であるため、金属縦
框２３Ａの見付け方向の幅を大きくする必要がなく、金属縦框２３Ａの見栄えを良好とす
ることができる。
【００７６】
　また、加熱発泡材１０５は見付け方向に発泡して金属縦框２３Ａと金属縦枠１３Ａとの
間の隙間を塞ぐため、外障子２Ｘ及び内障子２Ｙが縦枠１３から離間するように見付け方
向に反っても、金属縦框２３Ａと金属縦枠１３Ａとの間の隙間からの延焼を抑制すること
ができる。
【００７７】
　外障子２Ｘ及び内障子２Ｙが見込み方向に反った場合には、外障子２Ｘ及び内障子２Ｙ
の屋外側への変位がフィン９２，９７で規制されるとともに、外障子２Ｘ及び内障子２Ｙ
の屋内側への変位がフィン９３，９９で規制される。
【００７８】
　また、加熱発泡材１０５は金属縦框２３Ａの見込み面６４ａに戸車調整孔６２より見込
み方向にずれた位置に設けられているため、金属縦框２３Ａの上下方向にわたって配置す
ることができる。よって、金属縦框２３Ａと金属縦枠１３Ａとの間の隙間を、金属縦框２
３Ａの全長にわたって塞ぐことができる。
【００７９】
　また、金属下框２２Ａの底板部２６の上面２６ｕには戸車２８よりも金属縦框２３Ａ側
に加熱発泡材１０１が設けられていて、火災時に、加熱発泡材１０１が見付け方向に発泡
して、金属下框２２Ａの中空部Ｓ１を塞ぐ。よって、金属下框２２Ａから金属縦框２３Ａ
へ燃焼ガスの回り込みを抑制することができる。
【００８０】
　また、加熱発泡材１０２は金属下框２２Ａの保持壁部２６ｅ，２６ｆにより保持され、
加熱発泡材１０４は金属縦框２３Ａの第一側壁部６１の端部６１ａ及び保持壁部６５ａに
より保持されている。よって、加熱発泡材１０２，１０４がそれぞれ金属下框２２Ａ及び
金属縦框２３Ａから外れたり、落下したりすることが抑制される。
【００８１】
　また、金属縦框２３Ａに引き寄せピース６７が設けられている場合でも、金属縦框２３
Ａにおいて引き寄せピース６７が設けられる位置よりも左右方向の内側に加熱発泡材１０
５を設けることで、金属縦框２３Ａと金属縦枠１３Ａとの隙間を塞ぎ、延焼を抑制するこ
とができる。
【００８２】
　また、火災時に、樹脂製の戸車２８が溶けて外障子２Ｘが落下した際には、外障子２Ｘ
の金属下框２２Ａの保持壁部２６ｅ，２６ｆが金属下枠１２Ａの下壁部１８に当接する。
保持壁部２６ｅ，２６ｆ及び下壁部１８は互いに沿って平滑に形成されているため、当接
する面積を大きく確保される。これにより、燃焼ガスの屋内側へ回り込みを抑制すること
ができる。
【００８３】
　なお、上述した実施の形態において示した各構成部材の諸形状や組み合わせ等は一例で
あって、本発明の主旨から逸脱しない範囲において設計要求等に基づき種々変更可能であ
る。
【００８４】
　例えば、上記に示す実施形態では、障子の框体の見込み方向に沿う見込み面に形成され
る加工孔として、戸車収容孔２７及び戸車調整孔６２を例に挙げて説明したが、本発明は
これに限られず、框体２０の内部に空気を導入する空気導入孔等であってもよい。
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【００８５】
　また、上記に示す実施形態では、引き違い窓１００を例に挙げて説明したが、縦辷り出
し窓や框ドア等の開き窓においても、障子の框体における枠体と対向し、見込み方向に沿
う見込み面には、第一加熱発泡材が設けることで、同様の効果を奏することができる。
【符号の説明】
【００８６】
１…枠体
２Ｘ…外障子
２Ｙ…内障子
１１…上枠
１１Ａ…金属上枠
１１Ｂ…樹脂上枠
１２…下枠
１２Ａ…金属下枠
１２Ｂ…樹脂下枠
１３…縦枠
１３Ａ…金属縦枠
１３Ｂ…樹脂縦枠
１６…外側レール
１７…内側レール
１８…下壁部（第一面）
２０…框体
２１…上框
２１Ａ…金属上框
２１Ｂ…樹脂上框
２２…下框
２２Ａ…金属下框
２２Ｂ…樹脂下框
２３…縦框
２３Ａ…金属縦框
２３Ｂ…樹脂縦框
２６…底板部
２６ｅ，２６ｆ…保持壁部（保持部）
２７…戸車収容孔（加工孔）
２８…戸車
３１…ガラス保持溝
３２…グレージングチャンネル
４１…閉塞板
４２…戸車調整孔
６１ａ…端部（保持部）
６２…戸車調整孔（加工孔）
６４…第二側壁部
６４ａ…見込み面
６５ａ…保持壁部（保持部）
６７…引き寄せピース
９２，９３…フィン（変位規制部）
１００…引き違い窓
１０１…加熱発泡材（第二加熱発泡材）
１０２…加熱発泡材
１０５…加熱発泡材（第一加熱発泡材）
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